
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
五
号 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
提
出
す
べ
き
書
類
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
は
、
電
子
情 

報
処
理
組
織
（
実
施
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算 

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請 

等
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通 

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。 

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
す
る
こ
と 

が
で
き
る
。 

 

（
登
載
事
項
変
更
の
届
出
） 

第
八
条 

省
令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一―

三 

（
略
） 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
は
、
電
子
情
報 

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で 

き
る
。 

３ 

変
更
届
出
書
の
部
数
は
、
正
本
一
通
及
び
副
本
一

通
と
す
る
。 

 

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
の
閲
覧
） 

第
十
条 

省
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項

に
規
定
す
る
書
類
の
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と

い
う
。
）
を
次
の
よ
う
に
設
置
す
る
。 

（
略
） 

２ 

前
項
の
書
類
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
県
庁

閲
覧
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
も
の
（
次
項
に
規

定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
宅
地
建
物

取
引
業
者
名
簿
の
正
本
並
び
に
免
許
申
請
書
及
び
変

更
届
出
書
（
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
正

本
と
し
、
そ
の
他
の
閲
覧
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

閲
覧
所
（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
県
庁
閲
覧
所
を

除
く
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

（
提
出
す
べ
き
書
類
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

      
  

（
登
載
事
項
変
更
の
届
出
） 

第
八
条 

省
令
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅

地
建
物
取
引
業
者
名
簿
登
載
事
項
変
更
届
出
書
（
以

下
「
名
簿
登
載
事
項
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。
）
に

は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一―

三 

（
略
） 

   

２ 

名
簿
登
載
事
項
変
更
届
出
書
の
部
数
は
、
正
本
一

通
及
び
副
本
一
通
と
す
る
。 

 

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
の
閲
覧
） 

第
十
条 

省
令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所

」
と
い
う
。
）
を
次
の
よ
う
に
設
置
す
る
。 

（
略
） 

２ 

前
項
の
書
類
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
県
庁

閲
覧
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
も
の
（
次
項
に
規

定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
宅
地
建
物

取
引
業
者
名
簿
の
正
本
並
び
に
免
許
申
請
書
及
び
名

簿
登
載
事
項
変
更
届
出
書
（
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
を

含
む
。
）
の
正
本
と
し
、
そ
の
他
の
閲
覧
所
に
お
い

て
閲
覧
に
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
閲
覧
所
（
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿

県
庁
閲
覧
所
を
除
く
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ



に
掲
げ
る
建
設
事
務
所
の
所
管
区
域
内
又
は
建
設
事

務
所
の
支
所
の
担
当
区
域
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有

す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
係
る
宅
地
建
物
取
引
業

者
名
簿
の
写
し
並
び
に
免
許
申
請
書
及
び
変
更
届
出

書
（
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
写
し
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
広
島
県
西
部
建
設
事
務

所
の
所
管
区
域
に
は
、
広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉

支
所
及
び
広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所
の

担
当
区
域
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

 ３ 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣

の
免
許
を
受
け
た
業
者
で
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
も
の
の
閲
覧
所
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名

簿
県
庁
閲
覧
所
と
し
、
当
該
業
者
に
係
る
宅
地
建
物

取
引
業
者
名
簿
並
び
に
免
許
申
請
書
及
び
変
更
届
出

書
（
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
写
し
を
閲

覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

４―

８ 

（
略
） 

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
建
設
事
務
所
の
所
管
区
域

内
又
は
建
設
事
務
所
の
支
所
の
担
当
区
域
内
に
主
た

る
事
務
所
を
有
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
係
る
宅

地
建
物
取
引
業
者
名
簿
の
写
し
並
び
に
免
許
申
請
書

及
び
名
簿
登
載
事
項
変
更
届
出
書
（
こ
れ
ら
の
添
付

書
類
を
含
む
。
）
の
写
し
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お 

い
て
、
広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
の
所
管
区
域
に
は
、 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所
及
び
広
島
県
西
部

建
設
事
務
所
東
広
島
支
所
の
担
当
区
域
を
含
ま
な
い

も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣

の
免
許
を
受
け
た
業
者
で
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を

有
す
る
も
の
の
閲
覧
所
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名

簿
県
庁
閲
覧
所
と
し
、
当
該
業
者
に
係
る
宅
地
建
物

取
引
業
者
名
簿
並
び
に
免
許
申
請
書
及
び
名
簿
登
載

事
項
変
更
届
出
書
（
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
を
含
む
。

）
の
写
し
を
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

４―

８ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


